
第３０回鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 

 

日 時：令和２年６月１８日（木） １７時３０分 

場 所：災害対策本部室（本庁舎３階） 

 

１ 開会 

 

２ 本部長あいさつ 

 

３ 報告事項 

（１） 新型コロナウイルス感染症に係る相談・検査について 
（２） 新型コロナウイルス感染症に係る全国の状況について 
（３） 鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第１７回）の概要について 

 
４ 協議事項 
（１） イベント・会議等の開催に関する基本的な考え方について（危機管理部） 
（２） 市有施設等利用の考え方について（総務部） 
（３） 公共交通機関の状況について（都市整備部） 
（４） 地元経済の支援（店舗の支援など）の状況について（経済観光部） 
（５） 麒麟のまち圏域の活動について（企画推進部） 
（６） 職員の感染被害防止と安全確保について（総務部） 
（７） 各部局の対応について 

 

５ その他 

 

６ 市長メッセージ 

 

７ 閉会 
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新型コロナウイルス感染症に係る相談、検査の状況について 
2020.6.18 

鳥取市保健所 

 
１ 相談件数 

（１）相談者別               （２）相談内容別 

相 談 者 延件数（件） 

住 民 4,364 

医 療 機 関 388 

そ の 他 525 

合  計 5,277 

（参考：中部 1,674件、西部 5,201件）         

 

 
 

２ 検査件数 

 東部 中部 西部 合計 

件数（件） 757 196 484 1,437 

うち陽性 2 0 1 3 

 
（※相談、検査件数令和２年６月１７日までの件数） 
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相談件数（相談内容別）

1 健康相談(発熱・咳など) 2 検査相談 3 予防方法 4 感染症全般

5 医薬品等 6 医療資材 7 医療体制 8 学校、施設等の対応

9 生活物資 10 交通機関 11 企業支援 12 その他

相談内容 延件数（件） 

健康相談 3,732 

検査相談 582 

予防方法 147 

学校施設の対応 119 

その他 697 

合  計 5,277 
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新型コロナウイルス感染症に係る全国の状況について 

 
１ 現在の状況                      （令和2年6月17日現在） 

 
PCR検査 

実施人数 

PCR検査 

陽性者数 

現在、入院治療等を要す

る者 死亡者数 

 うち重症者 

国内事例（チャーター

便帰国者を除く） 
286,739 17,350 760 70 931 

空港検疫 60,483 263 85 0 0 

チャーター便帰国者 829 15 0 0 0 

合計 348,051 17,628 845 70 931 

                              

２ 感染者の推移 

 
３ 都道府県別感染者数                    

 
                            （出典：厚生労働省ＨＰ） 

都道府県 陽性者数 都道府県 陽性者数 都道府県 陽性者数 都道府県 陽性者数

北海道 1,176 東京都 5,619 滋賀県 100 香川県 28
27 神奈川県 1,413 京都府 360 愛媛県 82

岩手県 0 新潟県 83 大阪府 1,787 高知県 74
宮城県 88 富山県 227 兵庫県 699 福岡県 826
秋田県 16 石川県 299 奈良県 92 佐賀県 47
山形県 69 福井県 122 和歌山県 63 17
福島県 81 山梨県 41 鳥取県 3 熊本県 48
茨城県 168 76 島根県 24 大分県 60
栃木県 66 岐阜県 154 岡山県 25 宮崎県 17
群馬県 151 静岡県 78 広島県 168 鹿児島県 11
埼玉県 1,022 愛知県 516 山口県 37 沖縄県 142
千葉県 919 三重県 45 徳島県 5 その他 149

合計 17,350
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令和２年５月２６日 

 

鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

イベント・会議等の開催に関する基本的な考え方について 

 

イベント・会議等（以下「イベント等」）については、外出自粛の段階的緩和

の目安（令和２年５月２６日開催鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部会

議（第１５回））及び下記の開催の検討項目及び感染状況等を踏まえたうえで開

催を検討する。 

 

１.開催の検討項目 

〇 手指消毒やマスク着用、発熱等の症状がある者は外出等を避けるなど、「新

しい生活様式」に基づく基本的な感染防止策を徹底すること。 

○ イベント等の主催者や出演者は「業種別ガイドライン」等に基づく行動、参

加者の連絡先把握、接触確認アプリの周知、イベント・会議等前後の感染対策

（行動管理含む）の呼びかけを行うこと。 

○ イベント等の主催者は、特に、全国的な移動を伴うものには格段の注意をは

らうこと。 

○ イベント等の参加者には、自身が感染対策を徹底していても、感染リスクは

あることを周知すること。 

また、発熱等の症状がある者はイベント等に参加しない措置を講じること。 

 

R2.5.26 第 28 回本部会議決定 
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２．具体的な当てはめ 

 

・市以外の主催団体におかれても、開催の検討項目を参考にしていただくよう

要請を行う。 

３．適用期間 

  この考え方は５月２６日（火）から適用する。また、感染等の状況により変

更の可能性がある。 

【参考】外出自粛の段階的緩和の目安（鳥取県） 
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総務部の対応総務部の対応

項目 内容

市有施設等の利
用の考え方
について

【資産活用推進課】
市有施設等の利用の考え方については次のとおりとします。

●「イベント・会議室等の開催に関する基本的な考え方」（令
和２年５月２６日）を踏まえたうえで使用する。

①対策本部

国・県の方針による対応等
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都市整備部の対応都市整備部の対応

項目 内容

交通機関の
運行状況

■路線バス等…民間路線バス・くる梨・市町村有償バスとも通常運行中

■高速バス…

■鉄道…JR・智頭急行・若桜鉄道とも通常運行中

■東京-羽田便（ANA）…7/1(水)から2往復で運航予定
【現在】 〇293便（ 9 25羽田発） 〇296便（11 20鳥取発）
【増便】 〇297便（16 30羽田発） 〇300便（18 25鳥取発）

①対策本部

市民生活・経済活動に影響を及ぼす所管事業の状況及び見込など

路線名 現在の運行状況及び今後の予定

東 京 線 7/  2(木)から運行再開予定

大 阪 線 6/12(金)から一部運行を再開し、減便ダイヤで運行中

京 都 線 当面の間運休

姫 路 線 6/12(金)から運行再開

広 島 線 6/19(金)から運行再開予定

福 岡 線 7/  2(木)から運行再開予定
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経済観光部の対応経済観光部の対応

項目 内容

地元経済の支援

『鳥取市プレミアム付飲食券事業』（額面１冊５千円）
第１弾[8千冊] 6/1完売 使用期限:7/31
第１弾追加分[8千冊] 6/18抽選発表・販売開始 使用期限:8/31
第２弾[8千冊]     6/27 7/5申込 7/13抽選発表 使用期限:9/30
★登録飲食店舗数 ４８８店舗（6/18現在）

『お得に泊まって応援！！鳥取市宿泊キャンペーン』
●キャンペーン内容 ※5,000人限定

①市内宿泊施設の宿泊料金の１/２（最大５千円/人）
を割引。宿泊者に対し て飲食店や土産物店、旅行商品な
どで利用可能な２千円/人のクーポン券を進呈。

②市内宿泊施設の日帰り旅行商品価格の１/２
（最大１千円/人）を割引 ※5名以上利用の場合

●スケジュール
・7月11 7月31日（金）
・8月 1 全国展開（予定）

①対策本部

地元経済の支援
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企画推進部の対応企画推進部の対応

項目 内容

交流再開にかかる
PR等

〇県の方針では中国５県の観光誘客の推進とされているが、麒麟のまち
圏域は経済・生活圏を一体とした地域であり、経済・観光・文化をはじ
めとする様々な交流の再開を行政として支援していく必要がある。各課
において、機会あるときに交流の推進PRをお願いしたい。

〇６月以降の交流再開にあたり、麒麟のまち圏域におけるパートナー
シップとおもてなしの心のPRを目的として、以下の取組を実施

①5/29 日本海新聞記事下広告

②麒麟のまちパートナー
車両用ステッカーの作成
（７月中旬配布予定）

連携事業について
６月以降、DMO関係事業、関西情報発信拠点麒麟のまちの部分開業、日本
遺産関係事業（観光体験プログラム化事業）や圏域を対象とした研修（公共
施設点検研修）の実施等に取り組んでいる。

①対策本部

麒麟のまち圏域の活動について
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総務部の対応総務部の対応

項目 内容

職員の管理に関するこ
と

【職員課】
鳥取県の外出自粛の段階的緩和の目安ステップ２に入り、

感染拡大防止と社会経済活動の両立、市内事業所の応援
の観点から、感染予防を徹底し、「新型コロナウィルス感染症
予防対策協賛店」のステッカーも参考としたうえで、家族・職場
等の少人数グループでの観光地・飲食店・買い物等外出制限
を緩和。

①対策本部

市民生活・経済活動に影響を及ぼす所管事業の状況及び見込など

P19



総務部の対応総務部の対応

項目 内容

指定管理施設における新
型コロナウイルス感染予防
対策の再徹底

【行財政改革課】
・外出自粛の段階的な緩和が進められる中、業種に応じたガイ
ドラインなどを踏まえた必要な感染予防対策を再徹底
・利用者の安心につなげるため、県が実施する「感染予防対策
協賛店」への登録の推奨

職員の管理に関するこ
と

【職員課】
鳥取県の外出自粛の段階的緩和の目安ステップ２に入り、

感染拡大防止と社会経済活動の両立、市内事業所の応援
の観点から、感染予防を徹底し、「新型コロナウィルス感染症
予防対策協賛店」のステッカーも参考としたうえで、家族・職場
等の少人数グループでの観光地・飲食店・買い物等外出制限
を緩和。

①対策本部

市民生活・経済活動に影響を及ぼす所管事業の状況及び見込など
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総務部の対応総務部の対応

項目 内容

市有施設等の利
用の考え方
について

【資産活用推進課】
市有施設等の利用の考え方については次のとおりとします。

●「イベント・会議室等の開催に関する基本的な考え方」（令
和２年５月２６日）を踏まえたうえで使用する。

①対策本部

国・県の方針による対応等
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企画推進部の対応企画推進部の対応

項目 内容

【文化交流課】
所管施設の対応

・高砂屋
・わらべ館
・国際交流プラザ

鳥取市イベント・会議等の開催に関する基本的な考え
方に準じて段階的に利用制限を緩和する。

※収容率と人数上限のどちらか小さい方を限度

①対策本部

市民生活・経済活動に影響を及ぼす所管事業の状況及び見込など

区分 収容率 人数上限
屋内 50％以内（変更なし） 100人   1,000人
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健康こども部の対応健康こども部の対応

項目 内容

【保健総務課】
「新型コロナウイルスを想定
した『新しい生活様式』」に
おける熱中症予防について
啓発を実施

・5月28日鳥取市公式ウェブサイトに啓発記事を掲載
・5月28日全庁掲示板に掲載し、関係各所への呼びかけを依
頼
・6月1日 ケーブルテレビ文字画面放送開始
・6月5日・6日放送「こんにちは鳥取市です」お知らせコーナー
で注意喚起
・6月17日災害時における感染症予防及び熱中症予防につ
いて全庁掲示板に掲載
・市報7月号特集ページによる啓発
・市報8月号お知らせページによる啓発

①対策本部

市民生活・経済活動に影響を及ぼす所管事業の状況及び見込など
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市立病院の対応市立病院の対応

項目 内容

入院患者への面会につい
て

３月２日より継続していた「面会禁止」について、６月１９日
より一定の条件を付し「面会制限」へと変更する。
（詳細は別紙）

①対策本部

市民生活・経済活動に影響を及ぼす所管事業の状況及び見込など
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面会はご家族のみに
制限しています

新型コロナウイルス感染症から入院患者さんをお守りするため、
ご理解・ご協力をお願いします。

必ずマスクを装着し、手指の消毒をしてください。

面会申込書に記載して、ナースステーションの職員にお渡しください。
(休日夜間は 夜間救急玄関の受付で面会申込書に記載し、許可証をお
受け取りください)

面会はデイルームをご利用ください。 鳥取市立病院 病院長

面会
可能な方

12時～18時 1日1回 15分以内
ご家族のみ 2人まで（高校生以上）

ご家族であっても、以下の方は面会をお断りします。

 発熱、咳、のどの痛み、だるさなどの症状がある方

 2週間以内に新型コロナウイルス感染症の流行地域に滞在された方

面会時の

お願い
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市長メッセージ 

 

本市では４月１８日に２例目の感染患者が確認されて以降、２か月間、

新たな感染は発生しておりません。これもひとえに市民の皆様一人一人

が感染防止に取り組んでいただいた成果であり、感謝を申し上げます。   

5 月 25 日に全国の緊急事態宣言が解除されて以降、新型コロナウイル

ス感染症への対応は新たなステージへと移行いたしました。新しい生活

様式は定着しつつある段階にありますが、６月１９日からは外出自粛が

大幅に緩和され、社会経済の活動レベルは新たな段階へとステップアッ

プしていくことになります。 

しかしながら首都圏を中心に新規の感染者が確認されるなど、感染症

のリスクは収束したわけではなく、外出自粛の緩和により第 2波の感染

拡大も懸念され、今後とも感染防止の取り組みは継続していく必要があ

ります。 

市民の皆様におかれましては、今後とも感染予防のための生活習慣と、

いわゆる 3つの密を避ける行動を継続し、感染拡大防止に最大限の配慮

をいただきますようお願いします。 

本市は引き続き感染拡大防止に万全を期したうえで、社会経済活動と

の調和を図る「With コロナ」の潮流に合わせて、市民の皆様が安全にそ

して安心して生活できるよう、引き続き最大限の取り組みを展開してま
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いります。 

また、初夏を迎え、熱中症の危険性が高まってまいります。負荷のか

かる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マ

スクをはずしていただくなど、熱中症対策にも留意いただきますようお

願いいたします。 

なお、発熱や咳など感染を疑う症状がある場合は、まずは「発熱・帰

国者・接触者相談センター」へ電話で相談していただきますようお願い

します。 
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